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国土交通省総合政策局参事官（物流産業）室 

 

寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、寒冷な場面における感染防

止対策の徹底等について、別添のとおり事務連絡がまいりました。 

つきましては、貴団体におかれましては、別添の「寒冷な場面における新型コロ

ナ感染防止等のポイント」及び以下①について、傘下会員事業者への周知をお願いい

たします。 

また、貴団体におかれましては、感染予防対策ガイドラインにつき、②の検討を

お願いいたします。 

 

① 「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」 

特に、寒い環境での適切な換気（機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓

開け）や適度な保湿（湿度 40% 以上を目安）が新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止に有効と考えられることや、飲食店など、特に密が発生しやすい場所で

は、換気状況を確認すること等が有効であること。 

②  必要に応じ寒冷な場面における換気方法や、ＣＯ２センサー、加湿器等の設置

が有効であることを明記する等、業種別ガイドラインの改訂を検討すること 。 

 

別添：寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について 

（令和2年11月11日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室） 

 


